
3 長薬発第 180 号 

令和 3 年 5 月 24 日 

 

 

地域薬剤師会長  様 

同 薬局部会長  様 

病院診療所部会長 様 

 

長野県薬剤師会 

会長 日野 寛明 

 

 

長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金に係る 

医療従事者等に関する補助事業の実施等について 

 

 

平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標記について、長野県健康福祉部長から通知がありました。 

本件は、令和 2 年度より実施されている長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事

業補助金に係る医療従事者等に関する補助事業のうち、令和 3 年度においても引き続き実施

される医療人材確保・派遣等支援事業に関するものです。 

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですか、貴会(部会)会員にご周知くださいますよう、

よろしくお願いします。 

なお、薬剤師の派遣にあたっては、長野県庁薬事管理課あてご相談くださいますよう、よ

ろしくお願いします。 

また、新型コロナウイルス感染症により休業等となった医療機関等に対する継続・再開支

援事業も継続して実施されていますので、該当となる事例がある場合は、長野県庁薬事管理

課あてご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 長野県薬剤師会  

事務局長 中島 ／ 保険医療課 桐山 

〒390-0802 松本市旭 2-10-15 

℡0263-34-5511 FAX0263-34-0075  

E-mail：hoken3@naganokenyaku.or.jp 



 

参考 

 

 

【参考】新型コロナウイルスに感染した医師等にかわり診療等を行う医師等派遣体制の確保事業 

 ア 目 的   医療機関・薬局に勤務する医師又は薬剤師が新型コロナウイルス感染症に感染 （同感

染症の疑いがある場合を含む）し診療等が行えなくなった場合でも、継続した診療等が

行えるよう他の医療機関・薬局から医師又は薬剤師の派遣を行い、地域の医療提供体制

を確保することを目的とする。 
  
イ 実施者    都道府県、市区町村及びその他厚生労働大臣が認める者  
 
ウ 内 容    新型コロナウイルス感染症に感染（同感染症の疑いがある場合を含む）し診療等が行う

ことができなくなった医師又は薬剤師が勤務する医療機関・薬局（派遣先） において代

わりに診療等に従事するため、医師又は薬剤師の派遣を行う医療機関・ 薬局（派遣元）

に対して、その派遣実績に応じて支援を行うものとする。 
  
エ 留意事項  

（ア）派遣期間は、新型コロナウイルス感染症に感染（同感染症の疑いがある場合を 含む）した医師

又は薬剤師が、その治療又は就業制限のため、勤務している医療 機関・薬局において診療等に

従事することができない期間とする。 

  （イ）派遣先となる薬局については、日常生活圏域（具体的には中学校区）に１件のみ所在する薬局

を対象とする。 

 

 

【参考】新型コロナウイルス感染症により休業等となった医療機関等に対する継続・再開支援事業 

ア 目的    新型コロナウイルス感染により休業・診療縮小を余儀なくされた医療機関・薬局に

対して、継続・再開の支援を行うことにより、地域において必要な診療等の機能を

維持することを目的とする。 
 

イ 実施者      都道府県、市区町村及びその他厚生労働大臣が認める者 
 

ウ 内容        新型コロナウイルス感染により、休業・診療縮小を余儀なくされた医療機関・薬局

の継続・再開時に必要な整備を支援する。 
 

エ 整備対象設備等 

（ア）ＨＥＰＡフィルター付き空気清浄機（陰圧対応可能なものに限る。） 

（イ）消毒経費 

ただし、（ア）については歯科診療所を除く。 
 

オ 留意事項 

支援対象となる薬局については、日常生活圏域（具体的には中学校区）に１件のみ所在する薬局を

対象とする。 

 



３感第 103 号 

３薬第 171 号  

令和３年（2021 年）５月 21 日  

 

  一般社団法人長野県薬剤師会長 様 

 

長野県健康福祉部長  

 

 

長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金に係る 

医療従事者等に関する補助事業の実施等について（通知） 

 

本県の健康福祉行政については、日ごろから御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げま

す。 

さて、標記補助金及び医療従事者等に関する補助事業については、令和２年度より交付要

綱及び実施要領を定め実施してきているところですが、令和３年度も引き続き実施するにあ

たり、別添のとおり交付要綱及び実施要領を定めました。 

つきましては、「長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金交付要綱」及

び各事業実施要領に基づき、県内医療機関あて別添のとおり事業の実施を通知しましたので

御承知おきください。 

 

記 

 

１ 実施事業 

医療人材確保・派遣等支援事業 

    

２ 留意事項 

    「医療人材確保・派遣等支援事業」のうち、薬剤師の派遣については薬事管理課に照会く

ださい。 

 

【添付書類】 

・（別添）医療機関あて通知 

・令和３年度長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金交付要綱 

 ・医療人材確保・派遣等支援事業実施要領 

 ・経費所要額調 様式（様式第２号別紙１） 

・事業計画書 様式（様式第２号別紙２） 

・積算表 様式 

感染症対策課 総務担当 

（課長）大日方 隆 （担当）古川 裕子 

電 話：026-235-7378 

ＦＡＸ：026-235-7334 

E-mail：kansen@pref.nagano.lg.jp（課） 

    furukawa-yuko-r@pref.nagano.lg.jp（個人） 

薬事管理課 薬事温泉係 

（課長）小池 裕司 （担当）大蔵 直樹 

電 話：026-235-7157   

ＦＡＸ：026-235-7398 

E-mail：yakuji@pref.nagano.lg.jp 



３感第 103 号 

３薬第 171 号 

令和３年（2021 年）５月 21 日  

 

 

  医療機関の長 様 

 

 

長野県健康福祉部長

（ 公 印 省 略 ）

 

 

長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金に係る 

医療従事者等に関する補助事業の実施等について（通知） 

 

 

 本県の健康福祉行政については、日ごろから御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げま

す。 

 さて、標記補助金及び医療従事者等に関する補助事業については、令和２年度より交付要

綱及び実施要領を定め実施してきているところですが、令和３年度も引き続き実施するにあ

たり、別添のとおり交付要綱及び実施要領を定めました。 

つきましては、下記のとおり事業を実施しますので、活用を希望する医療機関におかれま

しては、９月末までの実績について、10月 15 日（金）までに提出くださるようお願いいた

します。 

 

記 

 

１ 実施事業 

(1)医療人材確保・派遣等支援事業 

 (2)医療従事者宿泊施設確保事業 

  

２ 実施スケジュール 

  国は、上記１の事業の基となっている新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医

療分）について、当面の対応としては、おおむね９月末までとしており、10 月以降の対応

は、今後の感染状況、執行状況等を踏まえて検討することとしています。 

  よって、本事業の対象期間については当面９月末までとし、10 月以降については国から

示され次第ご案内します。 

  

３ 提出書類 

・経費所要額調（様式第２号別紙１） 

・事業計画書（様式第２号別紙２） 

・積算表 

・経費の根拠となる資料（領収書等の写し） 

・その他参考となる書類（宿泊施設確保事業における医療機関が宿泊施設をあらかじめ

指定したことがわかるもの：契約書写し等） 

※いずれも、上記に示した期間までの実績値を記入してください。 

写 



 

４ 提出方法 

  電子メール（アドレス：kansen@pref.nagano.lg.jp）により提出 

   

５ その他 

  交付要綱（様式を含む。）及び要領は県の公式ホームページでも公開します。 

 

 

 

 

 

６ 留意事項 

(1) 「医療人材確保・派遣等支援事業」のうち、薬剤師の派遣については薬事管理課に照会

ください。 

(2) 「患者受入調整・搬送事業」の実施については別途連絡します。 

(3) 「特殊勤務手当支援事業」は令和２年度に引き続き医師・看護人材確保対策課に照会く

ださい。 

(4) 令和３年４月１日以降着手の事業が対象となりますので、交付決定前であっても着手は

可能です（交付要綱第 10 に定める事前着手届の提出が必要）。ただし、着手済みの部分

であっても、審査の結果交付決定がなされない場合もありますので、予めご了承くださ

い。 

(5) 交付申請については別途連絡します。 

 

【添付書類】 

・令和３年度長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金交付要綱 

・医療人材確保・派遣等支援事業実施要領 

 ・医療従事者宿泊施設確保事業実施要領 

 ・経費所要額調 様式（様式第２号別紙１） 

・事業計画書 様式（様式第２号別紙２） 

・積算表 様式 

 

◆ 県ホームページの URL 

https://www.pref.nagano.lg.jp/doctor/2020covidsien.html 

感染症対策課 総務担当 

（課長）大日方 隆 （担当）古川 裕子 

電 話：026-235-7378 

ＦＡＸ：026-235-7334 

E-mail：kansen@pref.nagano.lg.jp（課） 

    furukawa-yuko-r@pref.nagano.lg.jp（個人） 

薬事管理課 薬事温泉係 

（課長）小池 裕司 （担当）大蔵 直樹 

電 話：026-235-7157   

ＦＡＸ：026-235-7398 

E-mail：yakuji@pref.nagano.lg.jp 
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別紙（１）

（補助事業者名　　　　　　　　　　　　　）

総事業費
寄附金その他

の収入額
差引額

(Ａ)－(Ｂ)
対象経費の
支出予定額

基準額 選定額 補助基本額 補助所要額

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｄ) (Ｅ) (Ｆ) (G) (H)

円 円 円 円 円 円 円 円

（注）１　「区分」欄には、交付の対象となる事業の名称を記載してください。

　　　２　「選定額」欄には、(Ｄ)と(Ｅ)とを比較して少ない方の額を記入してください。

　　　３　「補助基本額」欄には、(Ｃ)と(Ｆ)とを比較して少ない方の額を記入してください。

経費所要額調

区　分 備　考



別紙（２）

補助事業者名

（事務担当者） 役職・氏名

電話番号

ファクシミリ番号

電子メール

1 施設の名称及び所在地

 　名称

 　所在地

2 事業の名称

3 事業内容

4 事業の期間 5 事業費

 　事業期間 事業費 円

　　①事業着手（予定）日  　補助金

　　②事業完了（予定）日 県補助金

 　地方債

 　寄附金

 　その他

6 事業費の積算根拠　　　　　※単価及び金額には、消費税を含んだ額を記入してください。

項　　　目

 　補助対象事業分 円

小　計

 　補助対象外事業分 円

小　計

合　計

備　　　　　考

－

金　　額

－

－

事業（変更）計画書

－

積　　　　算

－

－



記載上の留意事項

1

2

様式に記載しきれない場合は、別紙に記載してください。

3

　　③「備考」・・・費用を支出する用途など

 　その他

　　①「項目」・・・需用費、役務費など

　　②「積算」・・・単価、数量、人数など

　　①事業の種別・・・新築・増築・改築・改修・その他

　　①整備する医療機器等の用途など

 　医療機器等の設備整備事業

「6　事業費の積算根拠」については、次の区分により、必要事項を具体的に記載してください。

　　実施方法、対象者など

 　施設整備事業

　　③「備考」・・・銘柄、規格、設置場所など

　

 　医療機器等の設備整備事業

 　施設整備事業

　　②整備区域の建築面積・延べ面積

　　①「項目」・・・品名

　　②「積算」・・・単価及び購入する数量

　　②「積算」・・・面積及び単価

 　その他

　　①「項目」・・・○○工事費など

　　③整備区域の部屋別の用途

「3　事業内容」については、次の内容を踏まえ、具体的に記載してください。

「2　事業の名称」については、交付要綱第２における事業名を記載してください。



新型コロナウイルス感染症緊急包括⽀援事業［医療⼈材確保・派遣等⽀援事業］積算

 ① 新型コロナウイルス感染症患者を診療する医療従事者派遣体制の確保事業
 ② 新型コロナウイルスに感染した医師等にかわり診療等を⾏う医師等派遣体制の確保事業
 ③ 新型コロナウイルス感染症の影響に対応した医療機関の地域医療⽀援体制構築事業

事業⼀覧 事業に要した経費

派遣⽇ 派遣先 従事時間
 派遣した

医療従事者名
職種 補助上限額 費⽬ ⾦額

例 4⽉20⽇ ★★病院 ×× ×× 医師 7,550円 旅費（△⽉□⽇分） 5,000円

7,550円 計 5,000円

事業種別

計


